
八王子市立学校への区域外就学の取扱いに関する要綱  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、学校教育法施行令（昭和 28 年政令第 340 号）に基

づく区域外就学の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的と

する。  

（区域外就学願の届出）  

第２条  八王子市以外の区市町村に住所を有する児童・生徒を、八王子

市立の小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ）及び中学

校（義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）に就学させようとす

る場合には、その保護者は、区域外就学願に必要な書類を添えて八王

子市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければなら

ない。  

（審査）  

第３条  教育委員会は、前条に規定した区域外就学願を受理したときは、

速やかに当該書類を審査するものとする。  

（承諾・不承諾）  

第４条  教育委員会は、前条の審査の結果、第２条の規定による区域外

就学願における事由が、別表に該当すると認められるものについては、

区域外就学を承諾し、また、別表に該当しないと認められるものにつ

いては、区域外就学を不承諾とすることとする。   

２  教育委員会は、前項の承諾を与えようとする場合には、あらかじめ、

児童・生徒の住所の存する区市町村の教育委員会に区域外就学に関す

る協議をするものとする。  

（承諾又は不承諾の通知）  

第５条  教育委員会は、前条の規定により区域外就学を承諾したときは、

速やかに当該保護者に対し区域外就学承諾書を交付するとともに、当

該学校長に対し区域外就学承諾通知書を交付するものとする。また、

区域外就学を不承諾としたときは、速やかに当該保護者に対し区域外

就学不承諾通知書を交付するものとする。  



（承諾の取消）  

第６条  教育委員会は、第４条による区域外就学承諾後に、第２条に基

づく保護者の申請内容が事実に相違していると認められるとき又は申

請事由が変更若しくは消滅したと認められるときは、承諾を取り消す

ことができる。  

（区域外就学の届出）  

第７条  八王子市に住所を有し、八王子市立の小学校及び中学校以外の

小学校又は中学校に就学することとなる児童・生徒の保護者は、就学

することとなる小学校又は中学校が他の区市町村の設置するものであ

るときは当該区市町村の教育委員会の、その他のものであるときは当

該小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を

証する書面を添え、教育委員会に届け出なければならない。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。  

附 則 

１ この要綱は、平成 15 年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、現に教育委員会が承諾している区域外就学に

ついては、この要綱の相当規定により行ったものとみなす。  

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表）  

区域外就学承認基準  

№  区分  事由  対象学年  承認期間  備考  

１  市
外
転
出 

小学生の学

期途中転出  

市外に転出するが、

引き続き転出前の小学

校に就学を希望する場

合  

小学校の

全学年  

最長で、転出時点

の学年を終了する

まで  

通学距離・時間

が長い場合は相

談のうえ承認期

間を決定する。  

２  中学生の学

期途中転出  

市外に転出するが、

引き続き転出前の中学

校に就学を希望する場

合  

中学校の

全学年  

最長で、当該中学

校を卒業するまで  

通学距離・時間

が長い場合は相

談のうえ承認期

間を決定する。  

３  両親共働き  小学生で市外に居住

しているが、両親共働

き等で留守になるた

め、下校後の預かり先

がある場合に、その預

かり先のある八王子市

内の学校に就学を希望

する場合  

小学校の

全学年  

当該小学校を卒業

するまで  

（添付書類）  

在職証明書及び

児童預かり申立

書  

４  市外一時転出  家の建て替え等のた

め、一時的に市外に転

出するが概ね１年以内

に再度転入することが

確実なので、引き続き

転出前の学校に就学を

希望する場合  

小学校・

中学校の

全学年  

再度転入するまで  （添付書類）  

建築請負契約書

等  

５  転入先付け  家の新築等で、概ね

１年以内に市外より転

入し居住することが確

実なので、予め転入予

定地の学区の学校に就

学を希望する場合  

小学校・

中学校の

全学年  

転入予定地に居住

するまで  

（添付書類）  

建築請負契約書

等又は建物賃貸

契約書等  

６  身体的事由  病弱等により、通

学・通院等の利便性を

考慮する必要があると

認められ、市外から通

学することに必然性が

ある場合  

小学校・

中学校の

全学年  

身体的事由が解消

するまで  

（添付書類）  

医師の診断書等  

７  その他  上記以外で、特に市

外より区域外就学をす

る相当の事由があると

認められる場合  

小学校・

中学校の

全学年  

相当の事由が解消

するまで  

 

 


